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一学校教育における「公共(性)Jの変容に焦点を当てて-

筑波大学大学院小桝雅

1.はじめに

本稿は、民主党政権下、内閣府の円卓会議において宣言が採択されるに至った「新しい公共j

の理念、に基づいて構想された「新しい公共j型学校について検討するものである。その際、本

稿では主に「新しい公共j型学校における学校教育の「公共(性)Jの変容について検討する

ものとする。

そこで以下、まず①「新しい公共」がどのような概念であるのかを円卓会議での議論、なら

びに同会議で採択された宣言によって概観し、②「新しい公共」型学校についてその事業内容

と特徴、課題点等を、「学校運営の改善の在り方に関する研究協力者会議」における議論やそ

こでの資料などから概括する口そして①②を踏まえ、最後に③「新しい公共」型学校における

学校教育の「公共(性)Jの変容について検討するものとする。

2. r新しい公共j とは何か-r新しい公共j円卓会議における議論から

( 1) r新しい公共」に期する議論の経緯

「新しい公共jは政権交代時の民主党代表で、あった鳩山総理によって新政権の要と位置付け

られl、2010年 1月 25日、内閣府に設置された「新しい公共J円卓会議によって本格的にその

検討が始まった。開会議は8回を経、そして同年6月4日には「新しい公共j宣言2 (以下、「宣

言)が取りまとめられている。以降、各省庁において「新しい公共j を実現するための具体

的な施策形成・検討の段階に至るとともに、内閣府においても本取り組みを推進するべく「新

しい公共J推進会議が 2010年 10月 22日に設置されている。

(2) r新しい公共Jの概要

「宣言Jによると「人々の支え合いと活気ある社会-…ーをつくることに向けた様々な当事者

の自発的な協働の場jが f新しい公共Jであるという。“新ししぐ'と銘打たれてはいるものの、

それは「古くからの日本の地域や民間の中にあJり「今や失われつつある『公共』を現代にふ

さわしい形で再編集し、人や地域の粋を作り直すことj であるとする。

その方策として宣言が打ち出すのは、「公共の主体j の再定位である。かつて r~公共』は『宮』
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だけが担うもので、はなかったJものの「近代田民国家の形成過程で『公共j]= ~宮J と言う意

識が強まり、中央政府に決定権や員村京などの資源が集中したj。そして近代化、高度成長の時

期を経、官は「し、つしか、本来の公共の心意気を失い、地域は、ややもすると自らが公共の主

体であるという当事者意識を失いがちjであるとし、 f日本では『公共』が地域の中、民の中

にあったということを思い出し、それぞれが当事者として、自立心を持ってすべきことをしつ

つ、周りの人々と協議することで粋を作り直すとしづ機運を高め」ることを宣言は重視する。

すなわち、「新しい公共j は、従来、公共の主体として様々な社会的課題を解決する存在と

されてきた「政府j、あるいは新自由主義の下、とくにその役割が重視された「市場」に「国

民j を加えた三者「協働j と「参画Jによって、様々な社会的課題を解決、さらに社会の発展

を目指していくとしづ概念である 3。そしてそれは他方で、社会づくりに「参画j し「協働J

した主体に対する社会の有り様への責任が問われることを意味する。特に国民については、単

に宮から供給されるサービスの客体としてではなく、また (NPOなどについては)、官の下請け

としてでもなく、「公共の主体Jとしてその再定位が行われるとともに、同時にそれに応じた

責任を当然に背負うこととなる。簡単にいえば、サービスを受けっぱなしではなく、サービス

向上への要求をするだけでもなく、さらには既に定められたサービスを自ら遂行、充実するだ

けの存在でもなくなった代わりに、相応の責任が付与されるわけである。

表-1:r新しい公共jにおける三主体の変化4

. rお上依存」から自ら選択する当事者へ

-身近なことを自分から進んで行動することが重要
国民

• NPO等の事業体もその社会的責任の増大に見合うべく情報公開を進め説明責

任を果たす

-本業における社会性や社会貢献活動などによる多様な評価を求める

市場・企業 -国民や政府と共に社会性の発揮が評価される社会を目指す

-資本主義の在り方を見直す

. r官j が独占してきた領域を開き、「国民が選ぶ社会j をつくる。

-多様な主体が「新しし 1公共j に参画できる社会制度を整備

政府・行政 -情報公開、規制改革、地域主権等を推進する。

-政府、企業、明等が共同で紅会的舌動を担う人材育成と教育の充実を進める

-国や自治体等と市民セクタ一等との関係の再編成

※「新しい公共j円卓会議第8回資料:rw新しい公共』のイメージ図」より筆者作成

そして、具体的にこれを実現するため、「公共の主体j として、①国民、②市場・企業、③

政府・行政、の三者を再定位し、そのために各者それぞれの変化をもとめている。「宣言j が
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求める変化の概要をまとめたものが表-1である。会議資料によると特に国民については、

個々人での取組もさることながら、地域や市民セクターなど、集団としての様々な形で、新し

い公共の担い手になることが希求されている。

また、 f新しい公共jの実現には f公共への政府のかかわり方、政府と国民の関係のあり方

を大組に見直すことが必要」であり「政府は思い切った制度改革や運用方法の見直し等を通じ

て、これまで政府が独占してきた領域を『新しい公共』に開き国民が決める社会」をつくるこ

とが必要であるとされ「新しい公共Jが作り出す社会は「総ての人に居場所と出番があり J、「良

い循環の中で発展する社会」であり、そこでは fつながりの中で新しい発想による社会のイノ

ベーションが起こり、新しい成長が可能となるj としづ。

(3) r新しい公共j円卓会議における学校教育関連の議論

上述した通り「新しい公共Jは f支え合う社会をつくることに向けた様々な当事者の自発的

な協働の場jである。ただし「新しい公共Jは教育分野に特化した概念ではなく、事実、円卓

会議においては税制の在り方など、「新しい公共」の基盤を支える制度整備についての議論が

中心に行われていた。しかしながら、円卓会議の鹿長が教育改革国民会議においてコミュニテ

イ・スクーノレ(以下、 CS)を提唱した金子郁容氏であること、開催された会議の中に鈴木蒐文

部科学副大臣(当時)が出席した回があることなども影響し、学校教育に関するいくつかの重

要な発言を議事録の中に見ることができる。

中でも重要なのは、文部科学省(以下、文科省)で実施された「熟議による教育政策形成プ

ロジェクトjについての言及である。これは第2回および第5司会議において鈴木副大臣から

紹介があり、それによれば、 f熟議を通して、それぞ、れが当事者意識を持って議論に関わり、

問題についての解決方法が編集・創造されるJこと、今まで「意思決定者j だ、った文科省の役

人がこれからは「熟議の材料を提供し、それをファシリテートJする存在となり、「現場の声

(保護者やボランティアや教員等々)を直接霞が関、永田町に持ち寄って熟議jをはじめるこ

とを希求している(し、ずれも第5回会議での発言)。さらにこの教育政策形成プロジェクトは、

国家レベルだ、けで、はなく、学校レベルで、の普及も目指されている。鈴木副大臣は第2回の会議

において三鷹市、京都市のcsを例に挙げ「学校の理事長嶋、協議会の代表、 PTAの代表、学校側

の代表、教育の専門家、教育委員会からの人たちがまさに不断の熟議を繰り返すことで、その

学校の抱えている問題を見つめる。文科省はこうしたことを広めて行きたしリとし、金子郁容

氏も同固に iNPOと政府・自治体、学校などの公的機関、企業などを巻き込んだ地域再生のた

めの政策形成の場づくりJが文科省から始まっていると発言していた。

「新しい公共J=社会づくりに向けた様々な当事者の自発的な協働の場であること、したが

ってポイントとなるのは社会づくりへの「自発的な参画と協働とそれに伴う責任の付与」であ

ること、さらに教育の分野においてはそこで「熟議による教育政策形成プロジェクトjが企図
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されていること等は、以下で取り上げる「新しい公共」型学校の思念にも反映されていると考

えられる。しかしながら他方、 三鷹市や京都市の例が上がっていたことからもわかるように、

すでに類似の取組が一部のcsで少なからず先行されている。そこで次の節では、近年の「参

画Jr協働Jr責任Jに関わる教育施策の動向に触れながら、現時点でそれら施策の進化型と考

えられる「新しし、公共J型判交について概観していくこととする。

3. r新しい公共j型学校の概要一近年の教育政策との関係をふまえながら

( 1) r新しい公共J型学校についての議論の推移

「新しい公共j型学校は、文科省内に設置された「学校運営の改善の在り方等に関する調査

研究協力者会議」において検討に付された。本会議は、もともと「信頼される学校づくり Jの

ための学校運営支援に関わる取り組みのーっとして設置されたと考えられる 50 本会議は、 cs

や学校評価指IJ度化に伴う取組の進展等によって、学校・家庭・地域の連携による新しい取組が

進む中、それでも検討するべき課題(①csの取組の地域差が大きいこと、②学校評価の実施に

伴う負担感の軽減、③学校に期待される役割の増大等による教職員の多忙感増大など)が残さ

れているとして、学校運営をより効果的・効率的なものにするために、実効性のある学校運営

の改善方策等について調査研究を行うことをその趣旨としている。本会議は 2010年 10月から

2011年6月までにこれまで計9回開催されている。

本会議の開催趣旨は上記の通りだが、その議事要旨などをみると、当初、その中心的議題と

して措定されていたのは、「新しし 1公共j型学中支創造事業等、「新しし1公共jに関わる施策だ、っ

たと考えられる。しかし、第5回の会議が終了した時点で、本事業に関する論点が多分野にお

よび、まとまった議論の生成が難しくなったため、第6固からは事務局より議論してほしい事

項が提出され、「学校運営のこれまでの在り方の転換を図るための近未来的な見通しを持った

議論」から「現行制度下において展望できるとしづ前提j に立ったテーマで、議論が行われた。

その後、第9回目の会議でこれまでの議論が取りまとめられ、 2011年7月「子どもの豊かな

学びを想像し、地域の粋をつなぐ~地域とともにある学校づくりの推進方策'"'-'Jが提言された。

そこには「新しい公共」型学校の文言はなく、「新しい公共Jとしづ言葉自体も r1 .議論の

背景と問題意識Jの中でわずかに触れられているにとどまる。これには、本事業推進に積極的

だった鈴木副大臣が管内閣総辞職に伴って副大臣の職を離れたことや、 20日年3月 11日の東

日本大震災など、種々の事柄が影響を与えていると考えられる。また、 f新しい公共j型学校

の内容が、これまでの学校一地域関係等を大きく進(深)化させる、あるいはそれを前提とす

るものであり、本事業を推進するにもなかなか現実が追い付いてし、かない、すなわち現時点で

時期尚早のフ。ロジェクトで、あった感も否めない。しかしながら他方、 f新しい公共J型学校の

柱となっていた、学校と地域の関係については「地域とともにある学校j と表現を変えながら

もその重要性がうたわれ、熟議といったツールについてもその活用が唱えられており、本事業
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が包含していたその基本的理念は、上記提言の中にも散見できる。

(2) r新しい公共j型学校の概要とその特徴

それでは、そもそも「新しい公共J型学校として提案された事業は、どのような内容を持つ

ものだ、ったので、あろうか。ここではその具体像を見てし、くために、上記調査研究協力者会議、

第 4 回および第 5 回で資料として用いられた、「新しい公共J 型'判交の創造~こついて(たたき

台) 6と「新しい公共j型学校の創造について(案) 7を中心に検討してし¥く。

2011年度の新規事業として提案された本事業は、 f地域住民のJ判交運営への参加の促進Jr地

域力を活かした学校支援Jr学校力を生かした地域づくり」の観点から活動を行い、判交と地

域の共助体制による、コミュニティ・ソリューション(口コミュニティによる問題解決) 8の

核となる「新しい公共J型学校のモデルを構築するとともに、共通に求められる要素を明らか

にすることを呂指すもので、あった。その背景には、すでに進められている csや学校地域支援

本部事業、放課後子ども教室推進事業などの成果と課題、そして、現在の教育を取り巻くいく

つかの難しい状況がある。

文科省は「新しい公共j型学校の狙し 1を以下のように述べる。すなわち f子どもたちにより

よい教育を提供していくためには、学校・家庭・地域が・・・・一協力し合う、子どもたちを軸にし

た『新しい公共Jを実現することが求められるJo保護者や地域住民が守地域の学校は自分た

ちの判交』…・一『自分たちの学校』をよくするとしづ意識が『自分たちの地域』をよくすると

いう意識につながり j、「このような学校と地域の新たな関係は、これにかかわる大人の生涯学

習の場となるだけでなく、社会的な粋の希薄化が指摘される中で、人々に居場所と安心を生み

出す社会全体の信頼関係・共助関係(ネットワーク)の再生に繋がってして。社会的な粋の再

生・強化は学校と地域の信頼関係の強化にもなり、積極的に学校を支援してくれる人材を増や

すことにもつながるJoそして「新しし、公共J型学校の在り方として、具体的に①思念、②視

点、③基本的要素を上げている。

まず①「新しい公共j型学校の車合、である。これは「地域との協働により、すべての子ども

に『生きるカ』を確実に身につけさせるとともに、関係する大人たちの成長も促し、地域を活

性化させる『場』となる学校j とされる。ここでいう f地域Jの内実は多様で、「地縁等に基

づく昔ながらの共同体のみならず、地域住民、学生、大学、社会教育施設、商工会、企業、町

会、民生委員、 NPO、文化施設、スポーツ施設、福祉関係部局、まちづくり関係部局など地域

の実情に応じた幅広い関係者jが想定されている。

次に②「新しい公共J型学校に求められる視点である。これには以下の 3点が上がっていた。

すなわち(a)多様な人々とのふれあいを通じて充実した教育を提供する視点、 (b)大人の生涯学

習の場としての視点、 (c)学校を拠点とした地域づくりの視点、である。

また③ f新しい公共j型学校の基本的な要素は以下の 6点とされている。(あ)地域住民等
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との協働jをすすめるための戦略的なマネジメント、(しサ学校・家庭・地域が「熟議j し、そ

の結果を学校運営に反映するとともに「熟議」の当事者として責任を持って学校運営に参画す

る関係づくり、(う)地域住民等をひきつけ、参加や学習活動を促進するための工夫、(え)幅

広く継続的な地域の支援ネットワーク、(お)地域全体の課題解決や活性化に資する取組、(か)

ICTの活用などによる交流の活性化、業務の効率化、授業改善などの取組、である。

以上より、「新しい公共J型学校の特徴をまとめると、以下のようになるだろう。

すなわち①これまでよりも進(深)化・成熟した判交一地域関係(=共助)を呂指している、

②熟議を通じた学校運営への参画が重視されている、③関係が双方向(学校は支援されるだけ

ではなし¥)かっ循環的(地域が学校を元気づけ、その学校が地域を元気づける)である、④学

校運営参画の主体が多様である、⑤学校を核としたまちづくり、地域コミュニティの再生が強

く意識されている、である。

(3) r新しい公共j型学校と近年の教育政簸-r議参画ム「協働j、「質任j

上で見てきたように、 f新しい公共jの概念を基礎に置く「新しい公共」型学校においても、

その基本要素は踏襲されている。すなわち家庭・地域による学校運営への「参画j、彼らと学

校(教育機関)との「協働j、そして運営主体に対する「責任Jの追求である。

近年の学校教育に関わる政策の多くは、新自由主義思想、に基づく規制改革と地方分権という

大きな社会的潮流に基づいて形成されている。教育特区や株式会社立学校の認可など、これを

企図した政策は種々あるが、いわゆる一般の公立学校については、規制改革・地方分権の流れ

の中で、自主性・自律性の確立が強く求められてきた。そしてそれを満たすための一つの方法

として、学校を開くこと、すなわち「関かれた学校jが志向されてきたといえる。

そして、学校を開くことでその自主性・自律性を確立しようとする時、「新しし 1公共j型学

校で調われている「参画JI協働JI責任」はいずれも重要なキィワードとなる。学校を取り巻

く種々の課題や 1998年の中央教育審議会(以下、中教審)答申「今後の地方教育行政の在り

方についてjなどの影響もあり、 2000年代に入ってからはそれを意図する施策が次々と実施さ

れている。

その例として、まず2000年に一部改正された学校教育法施行規則により導入された「学校

評議員制度Jがある。学校運営に関し意見を述べることができる(ただし、校長の求めに応じ

て)学校評議員を霞く本制度は保護者や地域住民の意向を学校運営に反映しながらその連携協

力を得ることを毘的としている。また、総合規制改革会議や教育改革国民会議で検討、 2004年

の中教審答申 f今後の学校の管理運営の在り方についてjで提言され、同年における地方教育

行政法の一部改正によって指定学校への「学校運営協議会 (CS)Jの設置が規定されている。

本制度は、市町村教育委員会の決定により各学校に導入されるもので、保護者や地域住民が一

定の責任を持って主体的に学校運営に参画する仕組みで、ある。このほかにも学校・地域・家庭
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の連携施策として、放課後子ども教室 (2007年)学校地域支援本部事業 (2008年)などがあ

げられる。また、「責任Jに関するものとしては、学校評価制度 (2007年、学校教育法改正に

よって正式に規定化)があげられる。

このように、近年の「参画Jr 協働Jr責任」に関する政策を見て行くと、 「新しい公共j型

学校については総じてこう言える。すなわち「新しい公共J型学校は、これまで取り組まれて

きた「関かれた学校」にかかわる施策である学校評議員制度、学校評価制度、学校地域支援本

部事業、放課後子ども教室、 csなどを包含し、それらの延長線上に位置づけられると同時に

各取組の中で課題となっていた点について、熟議などの方法を用いてこれを解消しようとする

ものである。

しかしながら、調査研究協力者会議の紛糾からもわかるように、これまでの「関かれた学校j

に関わる施策の課題が、「新しい公共J型学校によってl必ずしも解決するとは限らない。場合

によっては新たな課題を生む可能性もある。

例えば①学校運営「参画Jの主体である「地域Jの問題である。既述したように f新しい公

共j型学校が想定している「地域J、すなわち学校運営への参画主体は実に多様で、あった。し

かしながら、多様であるということを素産に見つめると、それは学校運営・学校教育に対する

利害・経験・能力・モチベーション等々が個々ぱらぱらであることを意味する。それを地なら

しして均質化する必要はないだろう。ただ、参画主体として認められるということは、「主体

としての関心や力量が、どれだけ備わっているかが問われるJ9ことにつながる。また、そも

そもまとめて「地域Jと呼称されている主体が、実際には何を意味しているかについても疑問

が残る。かつて教育改革国民会議でcs構想、が提案された際、浜田 (2001) はそこで用いられ

ているコミュニティ概念が、地理的範囲としての地域を意味する「ローカノレ・コミュニテイ j

ではなく、特定の共通関心を持つ人々によつて構成される「テ一マ.コミユニテイ j で

とを指摘じ、両者が必必、ずしも親和するものでで、はなく、 I~わが子の教育に対する特定の関心』を

媒介としてつながった『テーマ・コミュニティ』が不特定多数の人々が生活する『地域』のコ

ミュニティ形成を促進する保証はなしリと述べた 100 i新しい公共」型学校に希求されていた

地域づくり、まちづくりの機能は、 csのそれよりも強固なものである。であるならば、なおの

こと上記2つのコミュニティの関係性も含めた、学校運営参画主体の検討が必要となる。

また、②地域と「協働jする際の、教師と校長の専門性はどう規定されるのか。学校運営参

画主体の多様化、すなわち地域を運営参画主体として重視していくとすれば、「学校が民主性

と専門性の調整の場lこj、さらに熟議の場も民主性と専門性の調整の場になる 11。地域(の活

性化)に対して貢献することが重視された学校で教師や校長はどのような存在として位置付け

られるのだろうか。

例えば教師については、鈴木元副大臣が以下のように述べている。すなわち教師の仕事が今

後、医師のそれに近くなること、教師は学びのコミュニティをつくっていくことが大事であり、
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コミコ鳴ニティのプロデ、ユーサーで、あり、ファシリテーターであるという 120 また柳津 (2010)

は学校ガ、パナンスを支えるための教師の新たなる専門性として、①受容する力としての新しい

専門性(学校当事者の意見や要求を受容する力)、②応答する力としての新しい専門性(受容

した意見や要求に対して応答する力)、③合意を形成する力としての新しい専門性(学校当事

者とともに合意形成を行う力)を提示する 130

校長については、調査研究協力者会議の中で、創支もそのマネジメント(能力)について言

及がされている。地域を包含したマネジメント(能力)とともに、これまで以上に地域へ貢献

していくためのそれが新たな課題となろう。しかし一方で、それらがこれまでにない教師・校

長の能力・専門性として捉えるべきものなのかは明らかでない。

さらに、「責任jの面についても、運営への参画と熟議としづ方法によるそれが、学校・地

域・保護者・教育行政との責任の分担状況を再編する。既述したように、 f新しい公共j とい

う概念のもとでは、地域や保護者はもはや単に教育サービスの客体として、あるいは既定のサ

ービスの実施者(例えば'学校に請われて支援活動を提供するボランティアなど)としてのみ、

自身を位置付けることができなくなる。特に、熟議という「合意形成のプロセスj を経るとい

うことは、地域や保護者が学校に要求するだけの存在から、教師や校長らとともに学校の教育

活動の有り織に責任を持つ存在になることを意味している。学校の責任については学校評価制

度等におけるアカウンタピリティ論等で、保護者の責任については親の教育権等においてニれ

まで議論がなされてきたが、再者を含め学校教育に対する地域の責任についての議論が、今後

重点的に必要とされると考えられる。

4. 考察一学校教育の f公共(性)Jの変容

既述の通り、「新しい公共J型学校は、 2011年度に提案された新規事業であり、また、調査

研究協力者会議が本事業を総体的に取り扱うことから、その主要な柱を為す各論分野へと議論

をシフトさせていったことからもわかるように、現時点ではあくまで一つの現合、の型を示した

ものとしてしか本事業を評f曲することはできない。しかしながら、「参画Jr協働Jr責任j に

かかわるこれまでの学校教育政策の延長線上に位置付く「新しい公共j型学校は、その冠にも

戴くように、これまでの学校教育における「公共(性)Jに重要な契機をもたらす。

「公共(性)Jは、きわめて多義的な言葉であり、その表れや認知は、時代や社会の文脈に

大きく影響される 140 つまり、「公共(性)Jは史的変遷の中で、その意味や機能が様々に変化

してきたのである。この「公共(性)Jがもっ多義性に対し、たとえば審藤は、公共と言う言

葉が用いられる意味合いを 3つに区分してその共通要素を導く。すなわち①国家に関する公的

な (official) とし 1う意味、②全ての人々に関係する共通のもの (common) としづ意味、③誰

に対しても開かれている (open) としづ意味である 150 では、学校教育における「公共(性)J 

というとき、それは一体何を示しているのだろうか。

。。
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ここで「公共j としづ言葉をさらに教育としづ事象に限定して把握するための補助作業とし

て、これを「公」と「共」に分割し「公j を教育実施主体、「共」を教育の目的としてとらえ

ると、教育における「公共(性)Jは以下のようにとらえられる。すなわち、教育における「公

共(性)Jとは、「公(=教育実施主体)Jが「共(=将来の共同体を担う主体を創出すること)J 

を実現する際の意思と力の総体に関わる概念、であるととらえることができる。

では、このよ うな構造を持つ学校教育の 「公共(性)Jは、これまでわが国においてどのよ

うな変容を辿ってきたのであろうか。

近代国民国家の下で成立した近代公教育においては、その当初、私的営みとされてきた教育

に対し、国家がこれにどのように関与するか、あるいは家庭のそれをどう代位していくかとい

うことが主要な論点とされてきた。それは、近代公教育が「国民国家の成立を基盤としてJい

るが故に「国家による国民形成」を所与のものとしていたためで、ある 160 つまりここにおいて

は「共(=将来の国を担う主体、国民)Jを生み出すための「公(=国)Jの働きかけの方法が

その主眼で、あったということになる。

しかしながら、社会が高度に発達してくるに伴しバ国民の教育課題、教育ニーズ、も多様化し、

国家がそれに対応する国民形成課題を一律に設定することが意味を持たなくなってきjたI70

つまりまず、これまで教育の目的とされてきた、将来の国の担い手(=国民)の創出という点

に時代に伴う変化が生じてくる。やがてそれは新たな教育の目的を達成するための手段の変化

へと眼差しを向けることとなり、最終的に、そもそも誰が教育の内容を規定し、これを行うの

かという地点へと議論の推移を促すこととなる。わが国におけるその一連の流れは例えば、社

会における価値の多様化に伴う共通の社会像・人間像の崩壊→画一的教育から子ども達の個

性を生かす教育への志向→これまでの教育活動に対する反省的眼差しと新たな活動の多様

化→従来の教育活動の成果に対する問い返しと新たな教育活動を実施する(=参力的主体の

多様化→教育に対する主体の意思反映構造の変革としづ形で描くことができょう。政策の面

からいえば、それは上記「参画Ji協働Ji責任j に関わる諸施策の展開過程に符合する。

つまり、学校教育における「公共(性)Jは、現在、学校教育の実施主体は誰か(i公」への

問い直し)と学校教育の目的とは何か u共Jへの聞い直し)、さらには学校教育に対する誰の

意思をどう反映させていくか(i公Jによる「共jの達成過程への問い直し)という幾つかの

次元でその変容を迫られている。

ここには、「国家や有力な車且織の活動に対する批判的な監視から、討議を通じた積極的な政

治的意思形成、政治的アジエンダj への移行がみられる。すなわち、市私的自律~ (政治的権

力の制約による個人的自由の確保)から『公共的自律~ (政治的自由の実践による政治的権力

の創出)への力点の変化j である 180

「新しい公共J型学校においては「国や地方公共団体を公教育の供給者、保護者や住民をそ

の受け手とする、二元的把握に転換j が迫られ 19、f新しい公共性Jの創出に f学校は誰のた
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めのものかを改めて問い直すjことが大きく関与する 200 教育に関わる主客は転倒こそしない

ものの、従来の二分法による主客の区分はもはや成立しがたい状況にある。

既述したように「新しい公共j型学校は、「公共(性)Jが変容してきた学校の、現時点での

一つの帰結である。問題は、その変容を促してきたものも含めた複数の力学がそこに集ってい

ると言うことであり、その構造的解明が今後、更に必要ということである。時に「規制改革」、

また時に「草の根運動」またある時には f判交病理に対する保護者の不満」等々、学校教育の

「公共(性)Jを変容させてきた複数の諸力を、まず一度全方位から把握し、それを歴史的に、

また動態的に構造化して把握しなければならない。これは、現時点での判交教育の f公共(性)J 

を支えているもの(国、地方公共団体、教育委員会、学校、保護者、地域各々、あるいはそれ

らの協働によって生まれる機能)と、学校教育の「公共(性)Jを構成している概念(教育の

平等性、学校の自律性、教師の専門性等)についても同様である。

それはまた、これらの動きに関わることそれ自体を許されず、学校教育への隠れた希望、ニ

ーズを抱く主体達に光を当てながら、教育に関わる「公共(性)Jを再構築していくための理

論となる。

5. おわりに

鈴木 (2006)は、公共性論の視点から現在の学校づくりの動向をとらえたとき「学校をひと

つの公共闘(1地域教育公共圏J)とし、そこで関わる当事者による相互教育が展開される時空

間とするような実践が展開されている」と説く 210 これまで見てきたように、その潮流は確か

なものであり、さらに「新しい公共」型学校では、学校を核にした地域の活性化が声高に叫ば

れている。また鈴木元副大臣は「フラクタル(自己相似性)Jの考えをもとに学校を中心とし

たコミュニティをつくれば、他の分野(介護等)にもこれを応用することが可能だろうと考え

ている 220

このことは、学校が子どもの教育機関としての機能のみならず大人の教育機関、あるいは行

政機関、福祉機関としての機能を内包していく動向である。この動向は一方で、過去への回帰

である。金子氏が円卓会議で「新しい公共J学校だ、ったと紹介した番組小学校は、「京都府当

局が中世以来の京町衆による自治の伝統を行政の下部機構として利用するJための「会所(役

場、警察・消防言吉所、保健所などの諸機能を合わせもつ)兼小学校で、ありJ、「それは今で言え

ば区役所の総合庁舎と学校が一体化したようなもので、あったJ2:3つまり、「新しい公共」型学

校には、近代社会において機能的に分化していった機関を学校という場にふたたび集合させる

という志向をみることができる。ただ、これは「学校」なのだろうか。

無論、現在の学校は学校教育法をはじめとする種々の法制度にのっとりその権限が与えられ

ている。したがって、すぐにも学校が別の機関へと変容するわけではないが、熟議による多様

な主体の運営参画、あるいは学校を核とする地域活性化などにより、「学校」の主たる役割、
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あるいはその存立理由・目的は、学校ごとに多様な広がりを見せることとなろう。
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取組の推進事業の実施、学校マネジメント支援推進協議会の開催が行われ、 2011年度の取り組みとし

て「地域とともにある学校づくりJ推進協議会(これまで別々に実施していた「コミュニティ・スクー

ル推進協議会j と「判交評価推進協議会j を統合したもの)を開催するとしている。

6 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/078/shiryo/attach/1299884.htm 

文部科学省HP(20ll年 10月 28日最終確認)

7 http://帆仰.mext. gO. jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/078/shiryo/attach/1301802. htm 

文部l科学省 HP(20ll年 10月28日最終確認)

H コミュニティ・ソリ ューションについては以下の書籍を参照。金子郁容『コミュニティ・ソリューショ

ン ボランタリーな問題解決に向けて』、 1999年、岩波書庖/金子郁容・玉村正敏 ・宮垣元(編著)Wコ

ミュニティ科学一技術と社会のイノベーション』、 2009年、勤草書房

~)相Il~率良明「学校経営における参加とガノくナンスー参加の理念、及び制度の日独比較を通して -J、小島

弘道(編著)、『時代の転換と学校経営改革』、 2007年、学文社、 207-208頁

10 浜田博文「地域教育経営論の再構成一学校一服或関係論の検討をもとにしてー」、『学校経営研究』第

26巻、 2001年、大塚学校経営研究会、 7頁

11 大桃敏行「学校参加J、篠原清fls(編著)Wスクールマネ、ジメント一新しい学校経営の方法と実践』、

2006年、ミネルヴァ書房、 238-239頁

I 2 鈴木寛 ~ r熟議j で日本の教育を変える』、 2010 年、小学館、 132 真、 140 頁、 162 頁

1 :3 柳津良明「学校経営における参加とガパナンス一学校ガパナンスを支える教員の『新しい専門t生』一J、

『学校経営研究』第35巻、 2010年、大塚学校経営研究会、 33-35頁

l'-l I1J岡龍一「公共哲学とは何か」、山岡龍一・審藤純一『公共哲学』、 2010年、放送大学教育振興会、

18頁

1 5 Z野藤純一『公共性』、 2000年、岩波書応、VDl-lX頁

16 堀内孜「公教育と公教育経営J、堀内孜(編著)W公教育経営の展開よ 2011年、東京書籍、 8-9頁

1 7 堀内(前掲) 9頁

18 驚藤(前掲書)、 32頁。震藤は、ハーパーマスの『公共性の構造転換(初版)jとそれからおよそ 30

年後にハーパーマス自身が同書の第2版に附した「新腕字文Jにかけての思想、の変遷を比してこのよ

うに述べている。ユルゲ、ン・ハーパーマス(著)細谷貞雄・山田正行(訳)W公共性の構造転換一市

民社会のーカテゴリーについての探究(第2版H、1994年、未来社も参照。

¥9 大桃敏行「学校参力自j、篠原清昭(編著)Wスクールマネジメント一新しい学校経営の方法と実践』、 2006

年、 ミネルヴ、ァ書房、 237頁

20 賜櫓幸 F学紛出1文封長本自茸勢初鶏主と課題l、『学校経筒形tJJ第35巻、 2010年、対家学閥歪営奇存在会、 25頁

:<1 鈴木敏正『教育の公共化と社会的共同一排除か学び合いか一』、 2006年、北樹出版、 112頁

22 鈴木(前掲)、 83頁、 94頁

23 中西宏次「学区界の変容J、中島勝住(編著)W学校の境界』、 2006年、阿桝土、 89頁

つ心。。
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